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第126回関西集会

岡本会員が、天理教長崎教区北松支部の依頼を受

け、佐世保地区保護司会9分区研修会で講演した。

第109回幹事会

第111回関東集会

第127回関西集会

松村代表幹事代行は第6回「犯罪被害給付制度の

拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

に出席した。髙橋副代表幹事が随行した

第112回関東集会

岡本会員が、長崎犯罪被害者支援センターから依

頼を受け、諫早高校において人権教育としての学校

巡回講演活動に協力した。

伊藤雅俊セブン＆アイホールディングス名誉会長を

訪問し数々のご支援に対しお礼を述べた。

第54回全国矯正展・法務行政広報コーナーに犯罪

被害者への理解を得るために出展した。

第128回関西集会

第113回関東集会

第110回幹事会

猪野幹事が江東区人権学習講座において講師を

務めた。

岡本会員が、長崎犯罪被害者支援センターから依

頼を受け、長崎県立長崎東中学校で「心と命の大切

さを培う」ための講演事業に協力し講師を務めた。

第129回関西集会

松村代表幹事代行・髙橋副代表幹事・宮園、内村

幹事・田村会計監査と犯罪被害者支援弁護士が、

滝実法務大臣に「被害者参加人への旅費等の支

給について」の要望書を提出し記者発表をした。

同日、村田元法相、最高裁刑事局課長と面談し被害

者問題について説明した。

松村代表幹事代行と髙橋副代表幹事が椎橋教授

と面談した。

法務省による「被害者参加制度についての見直しに

関するヒアリング」に出席し意見を述べた。（岡村顧

問・松村代表幹事代行・髙橋副代表幹事・小澤会

員・武田会員）

第111回幹事会

林代表幹事が和泉学園にて「被害者の視点を取り

入れた教育」の一環として講演した。

辻内会員が「杉並区犯罪被害者支援のつどい」に

て講師を務めた。

松村代表幹事代行は第７回「犯罪被害給付制度の

拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

に出席し、犯罪被害者補償制度案要綱を提出した。

平井被害者支援ネットワーク新理事長の訪問を受け

被害者問題について話し合った。

関東集会懇親会

林代表幹事が大阪府八尾市から依頼を受け「被害

者の人権」について講演した。

岡村・白井・後藤弁護士、松村代表幹事代行、髙橋

副代表幹事は補償制度案要綱について再検討した。

第130回関西集会

岡村・白井・後藤弁護士、松村代表幹事代行、髙橋

副代表幹事は補償制度案要綱について再検討した。

坂口会員が「被害者の視点を取り入れた教育」の一

貫として豊ヶ岡学園にて講演した。

第112回幹事会

岡村・後藤・大澤弁護士、松村代表幹事代行、髙橋

副代表幹事は補償制度案要綱について再検討した。

松村代表幹事代行と髙橋副代表幹事は東京都議

会民主党「犯罪被害者等基本条例」説明会に出席

した。

松村代表幹事代行は第8回「犯罪被害給付制度の

拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

に出席した。後藤弁護士が随行した。

第131回関西集会

高橋(幸)幹事が静岡犯罪被害者支援センターの依

頼により犯罪被害者等支援担当者研修会(浜松地

区)にて講師を務めた。

松村代表幹事代行が網走刑務所で「被害者の視
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　関東集会は4月～10月迄の間に5回の開催と、7月には親睦

旅行を行いました。集会での議題は主に、平成25年1月開催予

定の第12回大会のテーマ、新しい経済補償制度案、被害者参

加制度の3年後見直しについて等を継続的に話し合いました。

　第12回大会のテーマについては幹事会に一任し協力する

方向となりました。新しい経済補償制度案については、読み合

わせながら意見を出し合いました。顧問弁護団の先生方が、

被害者の実情を調べて検討を重ねてくださってできた案で、ぜ

ひ制度として運用されることが望まれました。被害者参加制度3

年後見直しについては、被害者のための制度であることの理

解を求めることと、公判前整理手続きに被害者が拘われるよう

にするなど、さらなる拡充が求められました。

　その他、会員同士でそれぞれの思いを吐露し、特に未解決

事件の会員の「まだスタート台にも立てない」との訴えには同じ被

害者でも別の想いがあることを知り、心うつものがありました。

　7月の旅行は、関東集会二度目の奥多摩地方でしたが、天

候にも恵まれ、定例会より時間的な余裕がありゆっくりと話し合う

ことができました。

関東・関西集会、幹事会報告

関東集会報告 第111回～第115回

　関西集会は、4月から10月までに7回の集会を開催しました。

大阪弁護士会犯罪被害者支援委員会資料に基づき、海外の

補償制度について検討しました。改正少年法3年見直しにつ

いて意見交換をしました。

　長崎ストーカー殺人事件について、桶川、太子両事件の被

害者の事件検証を求める要望書内容を聞き、関西集会として

もこれを支持することにしました。

　神戸の被害者支援について、市の調査費予算がつけられ

たと報告がありました。

　被害者参加制度の見直しについてと、新しい被害補償制

度案について話し合いました。奈良地裁に於いて被害者参加

制度を利用する新会員が参加しました。既に公判前整理手続

きが進んでいるので、検察官とコミュニケーションを取って、被害

者に不利益な裁判が進められないよう注目していきます。集会

では支援傍聴をすることにしました。

　顧問団弁護士の協力の下、生活保証型の新しい被害者補

関西集会報告 第126回～第132回

点を取り入れた教育」の一環で講演した。

渡辺幹事が静岡犯罪被害者支援センターの依頼に

より犯罪被害者等支援担当者研修会(静岡地区)に

て講師を務めた。

渡辺幹事が静岡犯罪被害者支援センターの依頼に

より犯罪被害者等支援担当者研修会(三島地区)に

て講師を務めた。

渡辺幹事が神奈川犯罪被害者支援センターボラン

ティア講習にて初級・中級コースで講師を務めた。

第114回関東集会

第113回幹事会

高橋(幸)幹事が日本精神科看護技術協会から依頼

を受け、医療観察法の対象者をケアする精神科病

院に勤務している看護師を対象にした「司法精神看

護Ⅱ」研修会にて講師を務めた。

第132回関西集会

第114回幹事会

第115回関東集会

松村代表幹事第代行は第10回基本計画策定・推

進専門委員等会議」第9回「犯罪被害給付制度の

拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

第9回「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の

公費負担に関する検討会」に出席した。後藤弁護士

が随行した。

岡本会員が、長崎犯罪被害者支援センターの依頼

を受け、中高生を対象とした「心と命の大切さを培う」

ための講演事業で講師を務めた。

犯罪被害者補償制度案要綱第2版が完成した。
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　関東集会　次回以降のお知らせ　
　日時：12月15日（土）　時間：13：00～16：50　　場所：事務局までお問い合わせください。　
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　平成24年4月以降10月までに6回の幹事会を開催しました。

内閣府の基本計画検討会で討議中の「犯罪被害給付制度

の拡充及び新たな補償制度の創設」に向けて顧問団弁護士

の協力を得て何度も討議しました。10月には最終案が纏まり

「犯罪被害者補償制度案要綱（生活補償型）」として冊子にし

ました。順次、関係機関に配布することにいたしました。

　被害者参加制度3年後見直しが始まり、制度を利用した会

員2名に、法務省でのヒアリングで意見を述べてもらいました。

被害者参加人弁護士の経験者からも意見を聞き、改善すべき

点として、参加人旅費の負担、公判前整理手続きへの関与な

どを要望しました。

　第12回大会は1月開催の方向で継続的に討議し、死刑制度

の必要性などを議論することにいたしました。その他入会希望者

の可否、集会報告、ニューズレターの企画案が検討されました。

償制度案が検討されていることが説明されました。基本計画

検討会では被害者の為の制度となるよう議論されることを期待

します。

　加害者が満期出所、措置入院となった報告がありました。精

神科医である高橋(幸)幹事から、精神衛生福祉法と医療観察

法について教えて頂きました。保安処分については、再発防止

の観点で拡大していくべきです。人権派との間で様々な議論

があり法制化できていない現状が有る様です。継続して見守っ

ていく課題ですので都度議論していくことになりました。

幹事会報告 第109回～第114回

　関西集会　次回以降のお知らせ　
　日時：12月2日（日）　時間：13：00～17：00　　場所：事務局までお問い合わせください。　

日時　平成25年1月26日（土）　12：30開場　13：00開会

会場　ドイツ文化会館内　OAGホール　

         東京都港区赤坂7-5-56

　　　TEL. 03-3582-7743

全国犯罪被害者の会（あすの会） 大会開催のお知らせ

第12回大会「凶悪重大犯罪事件 被害者のさけび」（仮題）を開催することとなりました。

詳しくは決まり次第HP等でご案内いたします。
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